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４ 適格請求書の記載事項 

 

（適格請求書に記載が必要な事項） 

【答】  

適格請求書には、次の事項が記載されていることが必要です（区分記載請求書等保存方式に

おける請求書等の記載事項に加え、①、④及び⑤の下線部分が追加されます。）（消法57の４①）。 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産

の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨） 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適

用税率 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

 

このため、貴社の対応としては、次の記載例のように、適格請求書として必要な事項（上記

問 54 当社は、事業者に対して飲食料品及び日用雑貨の卸売を行っています。軽減税率制度の実

施後、買手の仕入税額控除のための請求書等の記載事項を満たすものとして、次の請求書を

取引先に交付しています。 

   今後、適格請求書発行事業者の登録を受け、適格請求書の記載事項を満たす請求書を取引

先に交付したいと考えていますが、どのような記載事項の追加が必要ですか。【令和６年４

月改訂】 

 

請求書 

㈱○○御中       XX年 11月 30日 

 11月分 131,200円（税込） 

日付 品名 金額 

11/1 小麦粉 ※ 5,400円 

11/1 牛肉  ※ 10,800円 

11/2 ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 2,200円 

… … … 

合 計 131,200円 

10％対象 88,000円 

８％対象 43,200円 

※ 軽減税率対象品目    

△△商事㈱ 
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①、④及び⑤の下線部分）を記載することが必要です。 

（注） 上記の記載事項のうち、①の登録番号を記載しないで作成した請求書等は、令和

元年10月１日から実施された軽減税率制度における区分記載請求書等として取り扱

われます。 

 

【適格請求書の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 令和元年 10月１日から令和５年９月 30日（適格請求書等保存方式の開始前）まで

の間において、適格請求書として必要な事項が記載されている請求書等については、

区分記載請求書等として必要な事項が記載されていることとなります（旧消法30⑨、

28年改正法附則 34②）。 

  （注）１ 区分記載請求書等の記載事項 

① 書類の作成者の氏名又は名称 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象

課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等

である旨） 

④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額 

⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 

    ２ 区分記載請求書等の記載事項のうち、④の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等

の税込価額」については、適格請求書等の記載事項である「課税資産の譲渡等の税抜

価額を税率ごとに区分して合計した金額」及び「税率ごとに区分した消費税額等」を

記載することとして差し支えありません。 

請求書 

㈱○○御中        XX年 11月 30日 

 11月分 131,200円（税込） 

日付 品名 金額 

11/1 小麦粉 ※ 5,400 円 

11/1 牛肉  ※ 10,800円 

11/2 ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 2,200 円 

… … … 

合計 131,200 円 

10％対象 88,000円  （消費税 8,000 円） 

８％対象 43,200円  （消費税  3,200 円） 

※ 軽減税率対象品目 

  △△商事㈱ 

登録番号 T1234567890123 

記載事項④ 

記載事項⑤ 

記載事項① 
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○ 請求書等保存方式、区分記載請求書等保存方式及び適格請求書等保存方式の請求書等の記載事

項の比較（消法 30⑨、57 の４①、旧消法 30⑨、28年改正法附則 34②） 

請求書等保存方式 

（令和元年９月30日まで） 

区分記載請求書等保存方式 

（令和元年 10月１日から 

 令和５年９月30日までの間） 

適格請求書等保存方式 

（令和５年10月１日から） 

①  書 類 の 作 成 者 の 氏 名 

又は名称 

②  課 税 資 産 の 譲 渡 等 を 

行った年月日 

③  課 税 資 産 の 譲 渡 等 に 

係る資産又は役務の内容 

 

 

 

 

 

④  課 税 資 産 の 譲 渡 等 の 

税込価額 

 

 

 

 

⑤ 書類の交付を受ける当該事

業者の氏名又は名称 

①  書 類 の 作 成 者 の 氏 名 

又は名称 

②  課 税 資 産 の 譲 渡 等 を 

行った年月日 

③  課 税 資 産 の 譲 渡 等 に 

係る資産又は役務の内容 

（課税資産の譲渡等が軽減対

象資産の譲渡等である場合に

は、資産の内容及び軽減対象

資産の譲渡等である旨） 

 

④  税 率 ご と に 合 計 し た 

課税資産の譲渡等の税込価額 

 

 

 

 

⑤ 書類の交付を受ける当該事

業者の氏名又は名称 

① 適格請求書発行事業者の氏

名 又 は 名 称 及び 登 録番 号 

②  課 税 資 産 の 譲 渡 等 を 

行った年月日 

③  課 税 資 産 の 譲 渡 等 に 

係る資産又は役務の内容 

（課税資産の譲渡等が軽減対

象課税資産の譲渡等である場

合には、資産の内容及び軽減

対象課税資産の譲渡等である

旨） 

④  税 率 ご と に 区 分 し た 

課税資産の譲渡等の税抜価額

又は税込価額の合計額及び適

用税率 

⑤  税 率 ご と に 区 分 し た 

消費税額等 

⑥ 書類の交付を受ける当該事

業者の氏名又は名称 

（注）１ 区分記載請求書等保存方式の下では、請求書等保存方式における請求書等の記載事項に

下線（実線）部分が追加されています。 

   ２ 適格請求書等保存方式の下では、区分記載請求書等の記載事項に下線（点線）部分が追

加・変更されています。 

 

（参考） 国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」に掲載している「インボイス記載事

項チェックシート」及び「マンガでわかるインボイス記載事項」も併せてご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「インボイス制度特設サイト」 

（インボイス記載事項チェックシート） 

「インボイス制度特設サイト」 

（マンガでわかるインボイス記載事項） 
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（屋号による記載） 

【答】  

適格請求書に記載する名称については、例えば、電話番号を記載するなどし、適格請求書を

交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えあり

ません。 

 

（記号、番号による適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号の記載） 

【答】  

適格請求書には、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」の記載が必要となり

ます（消法57の４①一）。 

登録番号と紐付けて管理されている取引先コード表などを適格請求書発行事業者と相手先の

間で共有しており、買手においても取引先コードから登録番号が確認できる場合には、取引先

コードの表示により「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」の記載があると認

められます。したがって、貴社の請求書は、適格請求書の記載事項を満たすことになります（基

通１－８－３）。 

なお、売手が適格請求書発行事業者でなくなった場合は、速やかに取引先コード表を修正す

る必要があるほか、事後的な確認を行うために、売手が適格請求書発行事業者である期間が確

認できる措置を講じておく必要があります。 

 

  

問 55 適格請求書に記載する名称は屋号も認められますか。【令和５年 10 月改訂】 

問 56 当社は、名称に代えて、取引先と共有する取引先コード（取引先コード表により当社の名

称等の情報を共有しています。）を請求書に記載しています。 

取引先コードの内容に登録番号を追加することにより、適格請求書の記載事項を満たすこ

とになりますか。【令和５年 10月改訂】 
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（適格請求書に記載する消費税額等の端数処理） 

【答】  

適格請求書の記載事項である消費税額等に１円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書

につき、税率ごとに１回の端数処理を行う必要があります（消令70の10、基通１－８－15）。 

なお、切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすること

ができます。 

（注） 一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、１円未満の

端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することは認められません。 

  

【一定期間の取引をまとめた請求書を適格請求書として交付する場合の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）１枚の書類に複数の適格請求書を合わせて記載する場合の記載例（パターン別） 

① 自社の売上に係る適格請求書と媒介者交付特例により他人の売上を合わせて一の適格請求

書に記載する場合は、自社の売上と他社の売上を区分して記載するほか、税率ごとにまとめ

て１回端数処理することも可能です。 

② 自社の売上に係る適格請求書と代理交付により他人の売上を合わせて一の適格請求書に記

載する場合は、自社の売上と他社の売上をまとめて端数処理することはできず、それぞれ税

率ごとに区分して端数処理する必要があります。 

③ 複数社の支払先に係る立替金精算書については、支払先ごとに区分して記載するほか、税

率ごとにまとめて１回端数処理することも可能です。 

問 57 適格請求書には、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要であるとのことですが、消

費税額等を計算する際の１円未満の端数処理はどのように行えばよいですか。【令和６年４

月改訂】 

請求書 

㈱○○御中      XX年 11月 1日 

10月分（10/1～10/31）100,000円（税込） 

日付 品名 金額 

10/1 小麦粉 ※ 5,000 円 

10/1 牛肉  ※ 8,000 円 

10/2 ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 2,000 円 

… … … 

合計 100,000 円（消費税 8,416円） 

10％対象 60,000 円（消費税 5,454円） 

８％対象 40,000 円（消費税 2,962円） 

 ※印は軽減税率対象商品 

              △△商事㈱ 

登録番号 Ｔ1234567890123 

消費税額等の端数処理は、適格請求

書単位で、税率ごとに１回行います。 

10％対象： 

60,000円×10/110≒5,454円 

８％対象： 

40,000円×８/108≒2,962円 

（注） 商品ごとの端数処理は認

められません。 
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なお、媒介者交付・代理交付の詳細ついては、問48《媒介者交付特例》、問49《複数の委託者

から委託を受けた場合の媒介者交付特例の適用》を、立替金精算書の詳細については、問94《立

替金》を、それぞれご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【①適格請求書 × 媒介者交付】

（自身の売上と他者の売上が混在）

対価の額 税率 税額

11,345 10％ 1,134

9,987 ８％ 798

媒 12,549 10％ 1,254

媒 12,345 ８％ 987

計 23,894 10％ 2,389

計 22,332 ８％ 1,786

【②適格請求書 × 代理交付】

（自身の売上と他者の売上が混在）

対価の額 税率 税額

当社分
（T123…）

11,345 10％ 1,134

9,987 ８％ 798

●社分
（T234…）

12,549 10％ 1,254

12,345 ８％ 987

計 23,894 10％ 2,389

計 22,332 ８％ 1,786

【③複数社分の立替金精算書】

（複数の仕入先分を精算）

支払先 対価の額 税率 税額

○○社 11,345 10％ 1,134

△△社 12,549 10％ 1,254

◇◇社 9,987 ８％ 798

☆☆社 12,345 ８％ 987

計 23,894 10％ 2,389

計 22,332 ８％ 1,786
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（適格簡易請求書の記載事項） 

【答】  

適格請求書等保存方式においては、適格請求書発行事業者が、小売業など不特定かつ多数  

の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業（適格簡易請求書を交付することができる事業につ

いては、問24《適格簡易請求書の交付ができる事業》をご参照ください。）を行う場合には、適

格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます（消法57の４②、消令70の11）。 

適格簡易請求書の記載事項は、適格請求書の記載事項よりも簡易なものとされており、適格

請求書の記載事項と比べると、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要であ

る点、「税率ごとに区分した消費税額等」又は「適用税率」のいずれか一方の記載で足りる点が

異なります。 

なお、具体的な記載事項は、次のとおりです。 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産

の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨） 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率（※） 

 ※ 「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」を両方記載することも可能です。 

（注） 上記の記載事項のうち、①の登録番号を記載しないで作成したレシートは、令和元

年10月１日から令和５年９月30日（適格請求書等保存方式の開始前）までの間におけ

る区分記載請求書等に該当します。 

問 58 当社は、小売業（スーパーマーケット）を営む事業者です。軽減税率制度の実施後、買手

の仕入税額控除のための請求書等の記載事項を満たすものとして、次のレシートを取引先に

交付しています。 

適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、小売業などは、適格請求書の交付に代えて、

記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができるそうですが、その記載

事項について教えてください。【令和５年 10 月改訂】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スーパー○○ 

東京都… 

 

XX年 11月１日 

領収書 

コーラ※   １点    \108 

ギュウニク※ １点    \972 

ハミガキコ  １点    \330 

合 計         \1,410 

10％対象   １点    \330 

８％対象   ２点   \1,080 

お預り         \1,500 

お 釣           \90 

※印は軽減税率対象商品 
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  （参考） 区分記載請求書等保存方式においても仕入税額控除の要件として保存が必要な請求書

等の記載事項について、小売業など不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定

の事業に係るものである場合には、請求書等の交付を受ける相手方の氏名又は名称の記

載は不要とされていました（旧消法30⑨一）。 

 

【適格簡易請求書の記載例（適用税率のみを記載する場合）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【適格簡易請求書の記載例（税率ごとに区分した消費税額等のみを記載する場合）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スーパー○○ 

東京都… 

登録番号 T1234567890123 

 
XX年 11月１日 

領収書 

コーラ※   １点    \108 

ギュウニク※ １点    \972 

ハミガキコ  １点    \330 

合 計         \1,410 

10％対象  １点        \330 

８％対象   ２点       \1,080  

お預り         \1,500 

お 釣           \90 

※印は軽減税率対象商品 

 

記載事項① 

記載事項③ 

記載事項⑤ 

「適用税率」を記載 

記載事項④ 

 

記載事項② 

スーパー○○ 
東京都… 

登録番号 T1234567890123 

 
XX年 11月１日 

領収書 

コーラ※   １点    \108 

ギュウニク※ １点    \972 

ハミガキコ  １点    \330 

合 計         \1,410 

 １点   \330 （内消費税額 \30） 

  ２点  \1,080 （内消費税額 \80） 

お預り         \1,500 

お 釣           \90 

※印は軽減税率対象商品 

 

記載事項① 

記載事項③ 

記載事項⑤ 

「税率ごとに区分した

消費税額等」を記載 

記載事項④ 

 

記載事項② 
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〇 適格請求書と適格簡易請求書の記載事項の比較（消法 57の４①②） 

適格請求書 適格簡易請求書 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及

び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の

内容（課税資産の譲渡等が軽減対象課税資

産の譲渡等である場合には、資産の内容及

び軽減対象課税資産の譲渡等である旨） 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価

額を税率ごとに区分して合計した金額及び

適用税率 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 

 

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名

称 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及

び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の

内容（課税資産の譲渡等が軽減対象課税資

産の譲渡等である場合には、資産の内容及

び軽減対象課税資産の譲渡等である旨） 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価

額を税率ごとに区分して合計した金額 

 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用

税率 

 

（参考） 

○ 請求書等保存方式、区分記載請求書等保存方式及び適格請求書等保存方式における小売業など

不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業を行う場合の請求書等の記載事項の比

較（消法 30⑨、57の４②、旧消法 30⑨、28年改正法附則 34②） 

請求書等保存方式 

（令和元年９月30日まで） 

区分記載請求書等保存方式 

（令和元年 10月１日から 

令和５年９月30日までの間） 

適格請求書等保存方式 

（令和５年10月１日から） 

（適格簡易請求書） 

① 書類の作成者の氏名又は

名称 

② 課税資産の譲渡等を行っ

た年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る

資産又は役務の内容 

 

 

 

 

④ 課税資産の譲渡等の税込

価額 

 

 

 

①  書類の作成者の氏名又は名

称 

② 課税資産の譲渡等を行った年

月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産

又は役務の内容（課税資産の譲

渡等が軽減対象資産の譲渡等で

ある場合には、資産の内容及び

軽減対象資産の譲渡等である

旨） 

④ 税率ごとに合計した課税資

産の譲渡等の税込価額 

 

 

① 適格請求書発行事業者の氏

名又は名称及び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った

年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資

産又は役務の内容（課税資産

の譲渡等が軽減対象課税資産

の譲渡等である場合には、資

産の内容及び軽減対象課税資

産の譲渡等である旨） 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価

額又は税込価額を税率ごとに

区分して合計した金額 

⑤ 税率ごとに区分した消費税

額等又は適用税率 

（注）１ 区分記載請求書等保存方式の下では、請求書等保存方式における請求書等の記載事項に

下線（実線）部分が追加されています。 

   ２ 適格請求書等保存方式の下では、区分記載請求書等の記載事項に下線（点線）部分が追

加・変更されています。  
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（手書きの領収書による適格簡易請求書の交付） 

【答】 

適格請求書等保存方式においては、適格請求書発行事業者が、小売業など不特定かつ多数の

者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業を行う場合には、適格請求書に代えて、適格簡易請求

書を交付することが可能です（消法 57の４②、消令 70の 11）。 

適格簡易請求書の具体的な記載事項は以下のとおりとされており、下記記載例のとおり、「書

類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要であり、「税率ごとに区分した消費税額

等」又は「適用税率」のいずれか一方の記載で足りることとなります。 

また、適格請求書や適格簡易請求書のいずれについても、手書きの領収書等により交付する

ことが可能であり、課税資産の譲渡等に係る「税込価額」が記載されていれば、「税抜価額」を

記載する必要はありません。 

 

 【適格簡易請求書の記載事項】 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲

渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨） 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率 

 

【手書きの適格簡易請求書の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 58－２ 当社は旅館を経営しており、企業に懇親会でご利用いただくこともあります。領収書

の発行を求められたときには手書きで領収書を作成し、交付してきました。これを適格請求

書等とするためには、宛名や税率ごとの対象金額・消費税額を明記して交付しなければなら

ないのでしょうか。 

また、温泉に入浴した顧客から受け取る対価には入湯税など課税対象外のものも含まれて

いますが、どのように記載したらよいでしょうか。【令和６年４月追加】 

領 収 証 
No.＿＿＿＿＿＿＿＿ 

16,500  円 

＿＿＿＿＿＿＿＿様 

但   飲食費として        

●年 ●月 ●日 上記正に領収いたしました 

＜金額（税抜・税込）＞  

  ％           

10 ％           

＜消費税額等＞      

  ％           

  ％           

○○県 ○○市 ○○―○○ 

○○旅館 

登録番号 T1234567890123 

宛名は省略可能 

※ 「上様」の表記も可能 

消費税額等又は適用税率の

どちらか一方の記載で可能 

※ 例の場合、適用税率のみの
記載（消費税額や税抜価額の
記載は不要） 

宛名は省略可能 

※ 「上様」の表記も可能 
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また、課税対象外の取引について適格請求書等の交付義務はありませんが、適格請求書等に

併せて記載することも可能です。その場合には、受け取った対価のうち課税対象外のものを除

いた税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額を内訳欄に記載してください。 

例えば、旅館に宿泊した顧客から宿泊料 16,500 円の他 150 円を入湯税として受け取った場

合には、領収金額は実際に受け取った 16,650円を記載しつつ、但書きに「入湯税」を追加する

とともに、左下の金額（税抜・税込）欄に課税資産の譲渡等（宿泊費）に係る税込価額 16,500

円を記載してください。 

 

【課税対象外の取引がある場合の手書きの適格簡易請求書の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（税抜価額と税込価額が混在する場合） 

【答】  

適格請求書の記載事項である消費税額等に１円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書

につき、税率ごとに１回の端数処理を行う必要があります（消令70の10、基通１－８－15）。こ

の取扱いについては、適格簡易請求書に消費税額の記載を行う場合についても同様です。 

ご質問のように、一の適格簡易請求書において、税抜価額を記載した商品と税込価額を記載

した商品が混在するような場合、いずれかに統一して「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込

価額を税率ごとに区分して合計した額」を記載するとともに、これに基づいて「税率ごとに区

分した消費税額等」を算出して記載する必要があります。 

なお、税抜価額又は税込価額のいずれかに統一して「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込

価額を税率ごとに区分して合計した額」を記載する際における１円未満の端数処理については、

「税率ごとに区分した消費税額等」を算出する際の端数処理ではありませんので、この場合に

どのように端数処理を行うかについては、事業者の任意となります。 

ただし、たばこや指定ごみ袋など、法令・条例等の規定により「税込みの小売定価」が定め

問 59 当社は、小売業（スーパーマーケット）を営む事業者です。当社のレジシステムで買い物

客に発行するレシートは、一般の商品は、税抜価額を記載していますが、たばこなどの一部

の商品は税込価額を記載しています。この場合、適格簡易請求書に記載する「課税資産の譲

渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した額」及び「税率ごとに区分した

消費税額等」は、どのように算出すればよいのですか。【令和３年７月追加】【令和６年４月

改訂】 

領 収 証 
No.＿＿＿＿＿＿＿＿ 

16,650  円 

＿＿＿＿＿＿＿＿様 

但   宿泊費・入湯税（150円）として        

●年 ●月 ●日 上記正に領収いたしました 

＜金額（税抜・税込）＞  

  ％           

10 ％   16,500 円        

＜消費税額等＞      

  ％           

  ％           

○○県 ○○市 ○○―○○ 

○○旅館 

登録番号 T1234567890123 

適用税率及び税込価額を記載 

あ 

課税対象外の取引も記載が可能 



 

- 77 - 

 

られている商品や再販売価格維持制度の対象となる商品と、税抜価額で記載するその他の商品

を合わせて一の適格簡易請求書に記載する場合については、「税込みの小売定価」を税抜化せ

ず、「税込みの小売定価」を合計した金額及び「税率の異なるごとの税抜価額」を合計した金額

を表示し、それぞれを基礎として消費税額等を算出し、算出したそれぞれの金額について端数

処理して記載することとしても差し支えありません。  
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【たばこと税抜価額の商品が混在する場合の適格簡易請求書の記載例】 

  ①税抜価額で統一する方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②税抜価額で統一しない方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇〇商店 

登録番号 T123… 

領 収 書 

××年×月×日 

ボールペン  ￥218  

コーヒー ※ ￥120  

たばこ  ￥580 税込 

     

税抜 10%対象 ￥745  

  消費税 \74  

税抜 8%対象 ￥120  

  消費税 ￥9  

合計  ￥948 

※軽減税率対象   

〇〇商店 

登録番号 T123… 

領 収 書 

××年×月×日 

ボールペン  ￥218  

コーヒー ※ ￥120  

たばこ  ￥580 税込 

     

税抜 10%対象 ￥218  

  消費税 \21  

税込 10%対象 ￥580  

  （内消費税   ￥52） 

税抜 8%対象 ￥120  

  消費税 ￥9  

合計  ￥948 

※軽減税率対象   

 

ボールペン（218円）とたばこを税抜化した金額

（580円×100/110≒527 円）の合計（745円）に

消費税率 10%を乗じて算出（端数切捨て） 

たばこを税抜化せず、消費税額を別途税込金額

により算出 
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（適格返還請求書の記載事項） 

【答】  

適格請求書発行事業者には、課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行

う場合、適格返還請求書を交付する義務が課されています（消法57の４③）。 

適格返還請求書の記載事項は、次のとおりです。 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基とな

った課税資産の譲渡等を行った年月日（適格請求書を交付した売上げに係るものについ

ては、課税期間の範囲で一定の期間の記載で差し支えありません。） 

③ 売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（売

上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等であ

る場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨） 

④ 売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金

額 

⑤ 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率  

 

【適格返還請求書の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が１万円未満である場合には、その適格返

還請求書の交付義務が免除されます（消法 57 の４③、消令 70 の９③二）。ここでいう

１万円未満の判定単位については、問 28《少額な対価返還等に係る適格返還請求書の交

付義務免除に係る１万円未満の判定単位》をご参照ください。 

問 60 適格返還請求書の記載事項について教えてください。【令和５年 10 月改訂】 

 XX年 12月 15日 

販売奨励金支払明細書 

㈱○○御中        

11月分 21,800円(税込) 

取引日付 品名 奨励金金額 

11/１ オレンジジュース ※  1,080円 

11/１ ビール 2,200円 

… … … 

合計 21,800円（消費税 1,800円） 

10％対象 11,000円 （消費税  1,000円） 

８％対象 10,800円 （消費税     800円） 

 

※印は軽減税率対象商品  

 

                      △△商事㈱ 

            登録番号 Ｔ1234567890123 

記載事項② 

記載事項③ 

記載事項④ 

記載事項⑤ 

「税率ごとに区分

した消費税額等」

又は 

「適用税率」の 

どちらかを記載 

※両方記載するこ

とも可能です。 

記載事項① 
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（売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日の記載） 

【答】  

   適格請求書発行事業者には、課税事業者に対して売上げに係る対価の返還等を行う場合、適

格返還請求書を交付する義務が課されており、適格返還請求書には、「売上げに係る対価の返還

等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」を記載することとされています（消法 57の

４③）。 

この点、「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」は、課

税期間の範囲内で一定の期間の記載で差し支えありませんので、例えば、月単位や「○月～△

月分」といった記載も認められることとなります。 

他方、返品等の処理を合理的な方法により継続して行っているのであれば、当該返品等の処

理に基づき合理的と認められる年月日を記載することとしても差し支えありませんので、ご質

問のように「前月末日」や「最終販売年月日」を「売上げに係る対価の返還等の基となった課

税資産の譲渡等を行った年月日」として記載することも、そのような処理が合理的な方法とし

て継続して行われているのであれば、認められることとなります。 

なお、その年月日が、適格請求書発行事業者の登録前の期間に属するものであるときは、適

格返還請求書の交付義務はありません（基通１－８－18）。 

 

  

問 61 適格返還請求書には、「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行っ

た年月日」を記載する必要があるとのことですが、日々、商品の返品が行われているため、

個々の商品について正確な販売年月日を把握することが困難です。そのため、例えば、10月

中に返品を受けた商品は、前月である９月中に販売したものの返品として処理している場合

には「９月末日」を、同商品について最後に販売したものの返品として処理している場合に

は「最終販売年月日」を、それぞれ「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲

渡等を行った年月日」として記載することも認められるでしょうか。【令和元年７月追加】

【令和５年 10月改訂】 
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（適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付する場合） 

【答】  

ご質問の販売奨励金は、貴社の売上げに係る対価の返還等に該当します。したがって、貴社

は、取引先に対し、課税資産の譲渡等と売上げに係る対価の返還等を行っていることから、取

引先に対し、適格請求書と適格返還請求書を交付する義務があります。 

この場合において、貴社が交付する請求書に、適格請求書と適格返還請求書それぞれに必要

な記載事項を記載して１枚の書類で交付することも可能です。 

具体的には、当月販売した商品について、適格請求書として必要な事項を記載するとともに、

前月分の販売奨励金について、適格返還請求書として必要な事項を記載すれば、１枚の請求書

を交付することで差し支えありません。 

また、継続して、課税資産の譲渡等の対価の額から売上げに係る対価の返還等の金額を控除

した金額及びその金額に基づき計算した消費税額等を税率ごとに請求書等に記載することで、

適格請求書に記載すべき「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合

計した金額」及び「税率ごとに区分した消費税額等」と適格返還請求書に記載すべき「売上げ

に係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」及び「売上

げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等」の記載を満たすこともできます（基通１－

８－20）。 

（注） この場合、課税資産の譲渡等の金額から売上げに係る対価の返還等の金額を控除

した金額に基づく消費税額等の計算については、税率ごとに１回の端数処理となり

ます。 

  

問 62 当社は、事業者に対して食料品及び日用雑貨の卸売を行っています。取引先と販売奨励金

に係る契約を締結しており、一定の商品を対象として、取引高に応じて、取引先に販売奨励

金を支払うこととしています。 

また、販売奨励金の精算に当たっては、当月分の請求書において、当月分の請求金額から

前月分の販売奨励金の金額を控除する形式で行っています。適格請求書等保存方式において

は、請求書の記載についてどのような対応が必要ですか。【令和５年 10月改訂】 
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【課税資産の譲渡等の金額と対価の返還等の金額をそれぞれ記載する場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対価の返還等を控除した後の金額を記載する場合の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求書 
㈱○○御中      XX年 12月 15 日 

11月分 87,400円（税込） 
（11/１～11/30） 

日付 品名 金額 
11/１ ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ ※ 5,400 円 
11/１ ビール 11,000 円 
11/２ ﾘﾝｺﾞｼﾞｭｰｽ ※ 2,160 円 

… … … 

合計 109,200円（消費税 9,200円） 
10%対象 66,000円（消費税 6,000円） 
８%対象 43,200円（消費税 3,200円） 

販売奨励金 

10/12 ﾘﾝｺﾞｼﾞｭｰｽ ※ 1,080 円 

… … … 
合計 21,800円 （消費税 1,800 円） 

10％対象 11,000円 （消費税 1,000 円） 
８％対象 10,800円 （消費税   800 円） 

請求金額 87,400円 

※は軽減税率対象商品 
               △△商事㈱ 

登録番号 T1234567890123 

適格請求書として 

必要な記載事項 

適格返還請求書として 

必要な記載事項 
 

 売上げに係る対価の返還等に係

る税込価額が１万円未満である場

合には、その適格返還請求書の交付

義務が免除されます（消法 57 の４

③、消令 70の９③二）。ここでいう

１万円未満の判定単位については、

問 28《少額な対価返還等に係る適

格返還請求書の交付義務免除に係

る１万円未満の判定単位》をご参照

ください。 

 

請求書 
㈱○○御中       XX年 12月 15日 

11 月分 87,400円（税込） 

（11/１～11/30） 

日付 品名 金額 

11/１ ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ ※ 5,400円 

11/１ ビール 11,000円 

11/２ ﾘﾝｺﾞｼﾞｭｰｽ ※ 2,160円 

… … … 

合計 109,200円（消費税 9,200円） 

販売奨励金 

10/12 ﾘﾝｺﾞｼﾞｭｰｽ ※ 1,080円 

… … … 

合計 21,800円（消費税 1,800円） 

請求金額 87,400円（消費税 7,400円） 

10％対象 55,000円（消費税 5,000円） 

８％対象 32,400円（消費税 2,400円） 

※は軽減税率対象商品 
                △△商事㈱ 

登録番号 T1234567890123 

継続的に、 

①課税資産の譲渡等の対価の額か
ら売上げに係る対価の返還等の金
額を控除した金額及び 

②その金額に基づき計算した消費
税額等を税率ごとに記載すれば記
載事項を満たします。 
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（販売奨励金等の請求書） 

【答】   

ご質問の販売奨励金は、貴社の売上げに係る対価の返還等に該当します（基通14－１－２）

ので、貴社は、取引先に対し、適格返還請求書を交付する義務があります（消法57の４③）。 

適格返還請求書の記載事項は、次のとおりです。 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基となった

課税資産の譲渡等を行った年月日（適格請求書を交付した売上げに係るものについては、課

税期間の範囲で一定の期間の記載で差し支えありません。） 

③ 売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（売上

げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合

には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨） 

④ 売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額 

⑤ 売上げに係る対価の返還等の金額に係る税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率 

ご質問の場合、取引先が作成する書類である奨励金請求書に販売奨励金に関する適格返還請

求書として必要な事項が記載されていれば、貴社と取引先との間で、貴社の売上げに係る対価

の返還等の内容について記載された書類が共有されていますので、貴社は、改めて、適格返還

請求書を交付しなくても差し支えありません。 

 

【適格返還請求書として必要な事項が記載された販売奨励金に係る請求書の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 63 当社は、販売促進の目的で、一定の商品を対象として、取引高に応じて、取引先（当社の

売上先）に販売奨励金を支払うこととしています。 

    販売奨励金の精算に当たっては、取引先から交付される奨励金請求書に基づき支払い、消

費税については、売上げに係る対価の返還等として処理しています。この場合、適格請求書

等保存方式においては、当社から取引先に対して、改めて、適格返還請求書を交付する必要

がありますか。【平成 30年 11月追加】【令和５年 10月改訂】 

 XX年 12月 15日 

奨励金請求書 

㈱○○御中  
登録番号 Ｔ1234567890123 

      11月分 21,800 円(税込) 

取引日付 品名 奨励金金額 

11/１ オレンジジュース ※  1,080円 

11/１ ビール 2,200円 

… … … 

合計 21,800円（消費税 1,800円） 

10％対象 11,000円 （消費税  1,000円） 

８％対象 10,800円 （消費税     800円） 

 

※印は軽減税率対象商品  

                      △△商事㈱ 

記載事項② 

記載事項③ 

記載事項④ 

記載事項⑤ 

「税率ごとに区分し

た消費税額等」又は 

「適用税率」の 

どちらかを記載 

※ 両方記載する   

ことも可能です。 

記載事項① 
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（注） 売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が１万円未満である場合には、その適格返

還請求書の交付義務が免除されます（消法 57 の４③、消令 70 の９③二）。ここでいう

１万円未満の判定単位については、問 28《少額な対価返還等に係る適格返還請求書の交

付義務免除に係る１万円未満の判定単位》をご参照ください。 

 

（適格請求書に係る電磁的記録の内容） 

【答】  

適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方（課税事

業者に限ります。）から求められたときは適格請求書を交付しなければなりませんが、適格請求

書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供することができます（消法57の４①⑤）。 

なお、提供する電磁的記録は、次のとおり適格請求書の記載事項と同じ内容の記録である必

要があります。 

① 電磁的記録を提供する適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲

渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨） 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税

率 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 

⑥ 電磁的記録の提供を受ける事業者の氏名又は名称 

また、電磁的記録による提供方法については、問31《適格請求書に係る電磁的記録による提

供》をご参照ください。 

  

問 64 当社は、書類に代えて、インターネットを利用して電子メールで請求書に係る電磁的記録

を提供しています。 

適格請求書に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供できるそうですが、この電磁的

記録には、どのような内容を記録する必要がありますか。【令和５年 10月改訂】 
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（一定期間の取引をまとめた請求書の交付） 

【答】  

適格請求書とは、次の事項が記載された請求書、納品書等の書類をいいますが、一の書類の

みで全ての記載事項を満たす必要はなく、交付された複数の書類相互の関連が明確であり、適

格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法（例えば、請求書に納品書番号を

記載するなど）で交付されていれば、その複数の書類の全体により適格請求書の記載事項を満

たすことになります（基通１－８－１）。 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲

渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨） 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税

率 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 

⑥ 適格請求書の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

したがって、ご質問の場合、次の対応が考えられます。 

  

問 65 当社は、取引の都度、取引先に商品名を記載した納品書を交付するとともに、請求につ

いては１か月分をまとめて、請求書を交付しています。適格請求書発行事業者の登録を受

け、請求書を適格請求書として交付しようと考えていますが、どのような対応が必要です

か。【令和５年 10月改訂】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納品№0013   納品書 
㈱○○御中         △△商事㈱ 
下記の商品を納品いたします。 
XX年 11月 1 日 

品名 金額 

牛肉   5,400円 

じゃがいも   2,160円 

割り箸 1,100円 

ビール 3,300円 

合計 11,960円 

 

納品№0012   納品書 
㈱○○御中         △△商事㈱ 
下記の商品を納品いたします。 
XX年 11月 1 日 

品名 金額 

牛肉   5,400円 

じゃがいも   2,160円 

割り箸 1,100円 

ビール 3,300円 

合計 11,960円 

 

請求書 

㈱○○御中      XX年 11 月 1日 

10 月分（10/１～10/31） 

109,200円（税込） 

納品書番号 金額 

№0011 11,960円 

№0012 7,640円 

№0013 9,800円 

 … … 
合 計 109,200円 

10％対象 66,000円 

８％対象 43,200円 

△△商事㈱ 

納品№0011   納品書 
㈱○○御中         △△商事㈱ 
下記の商品を納品いたします。 
XX年 10月１日 

品名 金額 

牛肉 ※ 5,400円 

じゃがいも ※ 2,160円 

割り箸 1,100円 

ビール 3,300円 

合計 11,960円 

※印は軽減税率対象商品 
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１ 請求書に適格請求書として必要な事項を全て記載する場合 

適格請求書として必要な事項を全て記載することにより、請求書の交付のみをもって、適

格請求書の交付義務を果たすことができます。この場合、納品書の様式を変更していただく

必要はありません。 

 【適格請求書として必要な記載事項を全て請求書に記載する場合の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

請求書 

㈱○○御中      XX年 11月 1日 

10月分（10/１～10/31）109,200円（税込） 

日付 品名 金額 

10/１ 牛肉 ※ 5,400円 

10/１ じゃがいも ※ 2,160円 

10/１ 割り箸 1,100円 

… … … 

合計 109,200円（消費税 9,200円） 

10％対象 66,000円 （消費税 6,000円） 

８％対象 43,200円 （消費税 3,200円） 

 ※印は軽減税率対象商品 

              △△商事㈱ 

登録番号 Ｔ1234567890123 

・ ・ 

・ 

記載事項① 

記載事項⑤ 

記載事項④ 
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２ 請求書のみでは適格請求書の記載事項が不足するため、納品書で不足する記載事項を補完

する場合 

請求書に、登録番号、税率ごとに区分した消費税額等及び適用税率を記載するとともに、

日々の取引の内容（軽減税率の対象である旨を含みます。）については、納品書に記載するこ

とにより、２種類の書類で適格請求書の記載事項を満たすことができます。 

したがって、この場合、請求書と納品書を交付することにより、適格請求書の交付義務を

果たすことができます。 

 

【請求書に不足する適格請求書の記載事項を納品書で補完する場合の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

納品№0013   納品書 
㈱○○御中         △△商事㈱ 
下記の商品を納品いたします。 
XX年 11月 1 日 

品名 金額 

牛肉   5,400円 

じゃがいも   2,160円 

割り箸 1,100円 

ビール 3,300円 

合計 11,960円 

 

納品№0012     納品書 
㈱○○御中         △△商事㈱ 
下記の商品を納品いたします。 
XX年 11月 1 日 

品名 金額 

牛肉   5,400円 

じゃがいも   2,160円 

割り箸 1,100円 

ビール 3,300円 

合計 11,960円 

 

請求書 

㈱○○御中     XX年 11月１日 

10月分（10/１～10/31）109,200円（税込） 

納品書番号 金額 

№0011 11,960円 

№0012 7,640 円 

№0013 9,800 円 

 … … 
合計 109,200円（消費税 9,200円） 

10％対象 66,000円 （消費税 6,000円） 

８％対象 43,200円 （消費税 3,200円） 

 

△△商事㈱ 
登録番号 Ｔ1234567890123 

 

納品№0011     納品書 
㈱○○御中         △△商事㈱ 
下記の商品を納品いたします。 
XX年 10月１日 

品名 金額 

牛肉 ※ 5,400円 

じゃがいも ※ 2,160円 

割り箸 1,100円 

ビール 3,300円 

合計 11,960円 

※印は軽減税率対象商品 

 

 

記載事項① 

 

 

記載事項④ 記載事項⑤ 
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（複数の契約に係る適格請求書の交付の可否） 

【答】 

適格請求書に記載する消費税額等は、適格請求書に記載した税率ごとに合計した課税資産の

譲渡等に係る税抜価額又は税込価額に、一定の割合（税抜価額の場合 100分の 10（又は 100分

の８）、税込価額の場合 110分の 10（又は 108分の８））を乗じて算出し、その算出した消費税

額等に１円未満の端数が生じた場合にその端数を処理するため、適格請求書に記載する消費税

額等の端数処理は一の適格請求書につき、税率ごとに１回行うこととなります（消令 70の 10、

基通１－８－15）。 

ご質問のように、事業所ごとに締結した契約に基づき課税資産の譲渡等を行っているとして

も、その課税資産の譲渡等に係る対価の額を請求書内で合計し、適格請求書の記載事項（課税

資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額）とすることは何ら問題ありません。 

また、ご質問の場合の適格請求書の記載例としては、例えば、以下のように課税資産の譲渡

等の税込価額を合計し、その合計金額から算出した消費税額等を記載することにより、適格請

求書の記載事項である消費税額等とすることができます。 

なお、契約ごとに算出した消費税額等を参考として記載することは問題ありませんが、法令

で求められる適格請求書の記載事項としての消費税額等にはなりませんのでご留意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問 66 当社は、複数の事業所がある顧客との間では、その事業所ごとに契約を締結し、その代金

を毎月まとめて顧客に請求しています。この代金請求に関しては、従来、毎月の請求額と消

費税相当額の合計を記載した請求書に、その内訳として契約ごとの本体価格と消費税相当額

（端数処理済）を記載したものを送付する方法で行ってきました。 

適格請求書等保存方式の開始により、消費税の端数処理については「一の適格請求書につ

き、税率ごとに１回」とされたことを踏まえ、１か月分をまとめて請求するのではなく、個々

の契約ごとに適格請求書を作成・交付する方法に変更しましたが、交付した適格請求書の写

しとして保存すべき量が多量となることや顧客の利便性も勘案し、複数の契約に係る料金を

１か月分まとめて一の適格請求書で請求する方法に改めることを検討していますが、問題な

いでしょうか。また、その際に気を付けるべき点としてはどういったことがあるでしょうか。

【令和６年４月追加】 

請求書 

㈱○○御中                  XX 年 11 月 1 日 

10月分（10/１～10/31） 

ご請求金額 消費税額等（10%） 

96,745円 8,795円 
 

【請求金額内訳】 

契約種別 利用金額（税込） 参考：消費税額等 

Ａ契約 13,157円 1,196円 

Ｂ契約 38,233円 3,475円 

Ｃ契約 45,355円 4,123円 

△△商事㈱ 
登録番号 T… 

消費税額等の計算方法

は、課税資産の譲渡等の

税込価額の合計額であ

る 96,745円を適用税率

で割り返して算出して

います。 

96,745 円× 10/110＝

8,795円 
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（複数書類で適格請求書の記載事項を満たす場合の消費税額等の端数処理） 

【答】   

適格請求書とは、必要な事項が記載された請求書、納品書等の書類をいいますが、一の書類

のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、交付された複数の書類相互の関連が明確であり、

適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法（例えば、請求書に納品書番号

を記載する方法など）で交付されていれば、これら複数の書類に記載された事項により適格請

求書の記載事項を満たすことができます（基通１－８－１）。 

このため、ご質問のように納品書に「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごと

に区分して合計した金額及び適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載を追加

するとともに、「登録番号」を請求書に記載した場合は、納品書と請求書を合わせて適格請求書

の記載事項を満たすこととなります。 

この場合、納品書に「税率ごとに区分した消費税額等」を記載するため、納品書につき税率

ごとに１回の端数処理を行うこととなります。 

  

問 67 当社は、商品の納品の都度、取引先に納品書を交付しており、そこには、当社の名称、商

品名、納品書ごとの合計金額を記載しています。適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、

納品書に税率ごとに区分して合計した税込価額、適用税率と納品書ごとに計算した消費税額

等の記載を追加するとともに、請求書に登録番号の記載を追加すれば、納品書と請求書を合

わせて適格請求書の記載事項を満たすことになりますか。また、その場合、端数処理はどの

ように行えばよいでしょうか。【平成 30年 11 月追加】【令和５年 10月改訂】 

納品№0013   納品書 
㈱○○御中         △△商事㈱ 
下記の商品を納品いたします。 
XX年 11月 1 日 

品名 金額 

牛肉   5,400円 

じゃがいも   2,160円 

割り箸 1,100円 

ビール 3,300円 

合計 11,960円 

 

納品№0012   納品書 
㈱○○御中         △△商事㈱ 
下記の商品を納品いたします。 
XX年 11月 1 日 

品名 金額 

牛肉   5,400円 

じゃがいも   2,160円 

割り箸 1,100円 

ビール 3,300円 

合計 11,960円 

 

請求書 

㈱○○御中      XX年 11 月 1日 

10 月分（10/１～10/31） 

109,200 円（税込） 

納品書番号 金額 

№0011 12,800円 

№0012 5,460円 

№0013 5,480円 

 … … 

合 計 109,200円 

△△商事㈱ 
登録番号 T1234567890123 

 

納品№0011   納品書 
㈱○○御中         △△商事㈱ 
下記の商品を納品いたします。 
XX年 10月１日 

品名 金額 

牛肉    ※ 5,400円 

じゃがいも ※  2,300円 

割り箸 1,100円 

ビール 4,000円 

合計 12,800円 

10％対象 5,100円（消費税 464円） 

８％対象 7,700円（消費税 570円） 

 

「税率ごとに区分した消
費税額等」 
※端数処理は納品書につ
き税率ごとに１回 

（参考） 
  この場合、請求書に「税率ごとの消費税額等」の記載は不要ですが、納品
書に記載した消費税額等の合計額を記載しても差し支えありません。 

 例）合計 109,200円（消費税８％：3,200 円／10％：6,000円） 
   合計 109,200円（消費税 9,200円） 等 
  なお、当該消費税額等の合計額については、法令上において記載を求める
適格請求書の記載事項としての消費税額等にはなりませんのでご留意くださ
い。 

  

※印は軽減税率対象商品 
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（外貨建取引における適格請求書の記載事項） 

【答】  

米ドルなどの外貨建てによる取引であっても、適格請求書に記載が必要な事項は問54《適格

請求書に記載が必要な事項》と同様ですが、「税率の異なるごとに区分した消費税額等」を除き、

記載事項を外国語や外貨により記載しても問題ありません。 

しかし、外貨建てによる取引であっても、「税率の異なるごとに区分した消費税額等」につい

ては、円換算した金額を記載する必要があります（基通１－８－16）。 

 具体的には、以下のいずれかの計算方法により、円換算して「税率の異なるごとに区分した

消費税額等」を算出することとなります。 

１ 税率ごとに区分して合計した対価の額（外貨税抜）を円換算後、消費税額等を算出する方法 

 

 

２ 税率ごとに区分して合計した対価の額（外貨税込）を円換算後、消費税額等を算出する方法 

 

 

３ 税率ごとに区分して合計した対価の額（外貨税抜）から計算過程の消費税額等（外貨）を

算出後、円換算する方法 

 

 

問 68 当社は、米ドル建てにより取引を行っており、当該取引に係る資産の譲渡等の対価の額に

ついては、法人税における処理と同様に取引を行った日の対顧客直物電信売相場（TTS）と対

顧客直物電信買相場（TTB）の仲値（TTM）により円換算を行っています。このような外貨建

取引に係る適格請求書は、どのように記載すればよいですか。【令和４年４月追加】【令和５

年 10月改訂】 

税率ごとに区分した対価の額 

【外貨税抜】 
× 《ＴＴＭ》（注１） ＝ 

税率ごとに区分した対価の額 

【円換算後】（注２） 

税率ごとに区分した対価の額 

【円換算後】 
× 適用税率 ＝ 

消費税額等 

【日本円】 

税率ごとに区分した対価の額 

【外貨税込】 
× 《ＴＴＭ》（注１） ＝ 

税率ごとに区分した対価の額 

【円換算後】（注２） 

税率ごとに区分した対価の額 

【円換算後】 
× 

10/110 又は 

8/108 
＝ 

消費税額等 

【日本円】 

税率ごとに区分した対価の額 

【外貨税抜】 
× 適用税率 ＝ 

計算過程の消費税額等 

【外貨】（注３） 

計算過程の消費税額等 

【外貨】 
× 《ＴＴＭ》（注１） ＝ 

消費税額等 

【日本円】 

端数処理 

端数処理 

端数処理 
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４ 税率ごとに区分して合計した対価の額（外貨税込）から計算過程の消費税額等（外貨）を

算出後、円換算する方法 

 

 

 

（注）１ 消費税額等の算出に係る円換算の方法は、資産の譲渡等の対価の額の円換算の方法（基

通10－１－７）と同様、所得税又は法人税の課税所得金額の計算において外貨建ての取引

に係る売上金額その他の収入金額を円換算する際の取扱いの例により行うこととなります。 

     ただし、適格請求書等を交付するときにおいて、所得税又は法人税の例により円換算す

ることが困難な場合における消費税額等の算出に係る円換算の方法は、例えば、適格請求

書等を交付する日における換算レートや決済日における換算レート等を継続して使用する

など、合理的な方法によることとして差し支えありません。 

２ 税率ごとに区分した対価の額を円換算する際、端数処理を行うかどうかは事業者の任意

となります。なお、ここでの端数処理は、税率ごとに区分した対価の額の計算であり、適

格請求書の記載事項としての「消費税額等」の端数処理には該当しません。 

３ 消費税額等の端数処理は、「１円未満」の端数が生じた場合に行うものであるため、計算

過程の外貨建ての消費税額等を算出する際に、端数処理を行うことはできません。 

  

税率ごとに区分した対価の額 

【外貨税込】 
× 

10/110 又は 

8/108 
＝ 

計算過程の消費税額等 

【外貨】（注３） 

計算過程の消費税額等 

【外貨】 
× 《ＴＴＭ》（注１） ＝ 

消費税額等 

【日本円】 

端数処理 
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【税率ごとに区分して合計した対価の額（外貨税抜）を円換算後、消費税額等を算出する場合（上

記１による場合）の記載例】 

（ＴＴＭ：115.21円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduced tax rate(8%) 

＄339 × 115.21 ＝ 39,056.19 → 39,056円（税率ごとに区分した対価の額【円換算後】） 

39,056円 × 8% ＝ 3,124.48 → 3,124円（消費税額等） 

Standard tax rate(10%) 

＄54 × 115.21 ＝ 6,221.34 → 6,221円（税率ごとに区分した対価の額【円換算後】） 

6,221円 × 10% ＝ 622.1 → 622円（消費税額等） 

※ 外貨建てのTax amountは、適格請求書の記載事項として求められるものではなく、参考

として記載するものとなります。 

  

Description 
Taxable 

amount 

Tax 

amount 

JPY Tax 

Amount 

Beef * $189 $15.12 ― 

Wood chopsticks $23 $2.3 ― 

Fish * $150 $12 ― 

Spoon $31 $3.1 ― 

Reduced  tax rate (8%) $339 $27.12 \3,124 

Standard tax rate(10%) $54 $5.4 \622 

 

×TTM ×適用税率 
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（一括値引きがある場合の適格簡易請求書の記載） 

【答】 

飲食料品と飲食料品以外の資産を同時に譲渡し、割引券等の利用により、その合計額から一

括して値引きを行う場合、税率ごとに区分した値引き後の課税資産の譲渡等の対価の額に対し

てそれぞれ消費税が課されることとなります。 

そのため、適格簡易請求書であるレシート等における「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税

込価額を税率ごとに区分して合計した金額」は、値引き後のものを明らかにする必要がありま

す。 

なお、税率ごとに区分された値引き前の課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額と税率ご

とに区分された値引額がレシート等において明らかとなっている場合は、これらにより値引き

後の課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額が確認でき

るため、このような場合であっても、値引き後の「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額

を税率ごとに区分して合計した金額」が明らかにされているものとして取り扱われます。 

また、レシート等に記載する「消費税額等」については、値引き後の「課税資産の譲渡等の

税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」から計算することとなります。 

ご質問の場合、レシートの記載方法としては次のようなものがあります。 

 

（参考） 顧客が割引券等を利用したことにより、同時に行った資産の譲渡等を対象として一

括して対価の額の値引きが行われており、その資産の譲渡等に係る適用税率ごとの値

引額又は値引き後の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額が明ら

かでないときは、割引券等による値引額をその資産の譲渡等に係る価額の比率により

あん分し、適用税率ごとの値引額を区分し、値引き後の税抜価額又は税込価額を税率

ごとに区分して合計した金額を算出することとされています。 

その資産の譲渡等に際して顧客へ交付する領収書等の書類により適用税率ごとの値

引額又は値引き後の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額が確認

できるときは、その資産の譲渡等に係る値引額又は値引き後の税抜価額又は税込価額

の合計額が、適用税率ごとに合理的に区分されているものに該当することとされてい

ます。 

したがって、例えば、軽減税率の適用対象とならない課税資産の譲渡等の税抜価額

又は税込価額からのみ値引きしたとしても、値引額又は値引き後の税抜価額又は税込

価額を税率ごとに区分して合計した金額が領収書等の書類により確認できるときは、

適用税率ごとに合理的に区分されているものに該当します。 

  

問 69 当社は、小売業（スーパーマーケット）を営む事業者です。当社では、飲食料品と飲食

料品以外のものを同時に販売した際に、合計金額（税込み）から 1,000 円の値引きができる

割引券を発行しています。 

顧客が割引券を使用し、値引きを行った場合、当社が発行するレシートには、どのような

記載が必要となりますか。【平成 30年 11月追加】【令和５年 10月改訂】 
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（例） 雑貨 3,300円（税込み）、牛肉 2,160円（税込み）を販売した場合 

 

【値引き後の「税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」を記載する方法】 

 

① 値引き後の税込価額を税率ごとに区分して合計

した金額 

（注） 値引額は以下のとおり、資産の価額の比率

であん分し、税率ごとに区分しています。 

     10％対象：1,000×3,300/5,460≒604 

     ８％対象：1,000×2,160/5,460≒396 

     また、値引き後の税込価額は次のとおり

計算しています。   

10％対象：3,300－604＝2,696 

     ８％対象：2,160－396＝1,764 

 

 

 

 

【値引き前の「税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」と税率ごとの値

引額を記載する方法】 

 

① 値引き前の税込価額を税率ごとに区分して合計

した金額 

② 税率ごとの値引額 

（注） 値引額は以下のとおり、資産の価額の比率で

あん分し、税率ごとに区分しています。 

10％対象：1,000×3,300/5,460≒604 

    ８％対象：1,000×2,160/5,460≒396 

※ ①及び②の記載がそれぞれある場合、値引き

後の「税込価額を税率ごとに区分して合計した

金額」の記載があるものとして取り扱われま

す。 

10％対象：3,300－604＝2,696 

     ８％対象：2,160－396＝1,764 

 

 

 

 

 

 

スーパー○○ 
東京都・・・ 
登録番号Ｔ1234567890123 
XX年 11月 1日 
 

 領 収 書  
 
牛肉 ※     \2,160 
雑貨       \3,300 
小計       \5,460 
 
割引      \1,000 

 合計       \4,460 
 ①（10％対象 \2,696 

 内消費税 \245） 
  （８％対象 \1,764 

内消費税 \130） 

 ※印は軽減税率対象商品 
 

     
  

「消費税額等」は値引き後の税込価額から計

算します。 

スーパー○○ 
東京都・・・ 
登録番号Ｔ1234567890123 
XX年 11月 1日 
 

 領 収 書  
 
牛肉 ※     \2,160 
雑貨       \3,300 
小計       \5,460 
①  （10％対象 \3,300） 
   （８％対象 \2,160） 
 
割引      \1,000 

 ②   （10％対象 \604） 
     （８％対象 \396） 
 
合計 \4,460 

   （10％対象消費税 \245） 
   （８％対象消費税 \130）   
 
※印は軽減税率対象商品 

 

     
  

「消費税額等」は値引き後の税込価額から計

算します。 
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（端数値引きがある場合の適格請求書の記載） 

【答】   

ご質問のように課税資産の譲渡等の対価の額の端数を値引きする場合、値引きの時期が課税

資産の譲渡等を行う前か後かで以下のように対応が分けられます。 

① 既に行った課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合、売上げに係る対価の返

還等として処理する 

② これから行う課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合（課税資産の譲渡等を

行う際に当該課税資産の譲渡等の対価の額を減額している場合）、課税資産の譲渡等の対価

の額から直接減額して処理する 

なお、値引きの時期が課税資産の譲渡等を行う前か後かについて厳密な区分が困難である場

合は、①と②のいずれの処理を行っても差し支えありません。 

 

１ 売上げに係る対価の返還等として処理する方法（上記①） 

既に行った課税資産の譲渡等の対価の額の端数の値引きである場合、当該課税資産の譲渡

等に対する値引きについては適格返還請求書を交付することとなりますが、適格請求書と適

格返還請求書のそれぞれの記載事項を満たして一の書類で記載することもできます。 

この場合、貴社が行う出精値引きは既に行った個々の取引のいずれかに対して値引きを行

う性質のものではなく、その請求全体に対して値引きを行うものであるため、適格返還請求

書の記載事項である「売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又

は役務の内容」は、適格請求書の記載事項である「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の

内容」と同一となることから、記載する必要はありません。 

また、例えば、標準税率の取引のみを行っているなど、取引に係る適用税率が単一である

場合、適格返還請求書の記載事項である売上げに係る対価の返還等の金額に係る「適用税率」

に関しても同様に、適格請求書の記載事項である「適用税率」とは別に記載する必要はあり

ません。 

なお、適格返還請求書は、売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税

率のいずれか一方のみの記載が求められている（両方記載することも可能です。）ことから、

適用税率を記載した場合は、「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等」の記載を

省略することができます。 

貴社が帳簿に記載する「売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産又

は役務の内容」については、端数値引きによる対価の返還等であることが明らかな記載であ

れば問題ありません。 

 

 

 

 

問 70 当社は、事業者に対して食料品などの卸売を行っています。取引先に対する請求に際し

て、当該請求金額の合計額の端数を値引きすることがあるのですが（いわゆる「出精値引き」）、

適格請求書等保存方式においては、請求書の記載についてどのような対応が必要ですか。【令

和４年４月追加】【令和５年 10月改訂】 
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【売上げに係る対価の返還等として処理する際に交付すべき適格請求書と適格返還請求書を一

の書類で交付する場合の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が１万円未満である場合には、その適格返

還請求書の交付義務が免除されます（消法 57 の４③、消令 70 の９③二）。ここでいう

１万円未満の判定単位については、問 28《少額な対価返還等に係る適格返還請求書の交

付義務免除に係る１万円未満の判定単位》をご参照ください。 

 

 

２ 課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理する方法（上記②） 

これから行う課税資産の譲渡等の値引きである場合、課税資産の譲渡等の対価の額から直

接減額して処理することとなりますので、適格請求書には、値引き後の対価の額に係る消費

税額等の記載が必要となります。 

また、標準税率及び軽減税率対象の取引を同時に行う場合の出精値引きについては、当該

出精値引額をその資産の譲渡等の価額の比率によりあん分し、適用税率ごとに区分する必要

があります。 

なお、この場合において、例えば、標準税率対象のものからのみ値引きを行うとしても値

引額又は値引き後の対価の額が明らかとなっていれば、合理的に区分されているものに該当

します（基通１－８－５）。軽減対象課税資産の譲渡等とそれ以外の資産の譲渡等を一括して

値引きする場合の適格簡易請求書の記載方法については、問 69《一括値引きがある場合の適

格簡易請求書の記載》をご参照ください。 

  

 

請求書 

㈱○○御中           XX年 11月 1日 

No 日付 品名 金額 

１ 10/１ オレンジジュース※    210,000円 

２ 10/１ キッチンペーパー    113,000円 

３ 10/１ リンゴジュース※    158,000円 

… … … … 

10％対象 税抜 1,980,000円 消費税額 198,000円 

８％対象 税抜 1,539,000円 消費税額 123,120円 

総計    3,840,120 円 

値引き No２ 10％対象    ▲40,120円 

御請求額   3,800,000 円 

 ※印は軽減税率対象商品 

                        △△商事㈱ 

登録番号 Ｔ1234567890123 

 

本件出精値引きの場合には、「売上げに係

る対価の返還等の基となる課税資産の譲

渡等に係る資産又は役務の内容」につい

て、個別の取引内容を記載する必要はあ

りません。 

値引き No２ 10％対象 ▲40,120円 

 

また、税率が単一の場合は、「売上げに係

る対価の返還等の金額に係る適用税率」

を記載する必要はありません。 

出精値引き No２ 10％対象 ▲40,120円 
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【課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理する場合の記載例】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求書 

㈱○○御中            XX年 11月 1日 

No 日付 品名 金額 

１ 10/１ オレンジジュース※    210,000円 

２ 10/１ キッチンペーパー    113,000円 

３ 10/１ リンゴジュース※    158,000円 

… … … … 

10％対象 税抜 1,980,000 円 消費税額 198,000円 

８％対象 税抜 1,539,000 円 消費税額 123,120円 

総計     3,840,120 円 

出精値引き     ▲40,120円 

値引き後総計   3,800,000 円 

10％対象 税抜 1,959,478 円 消費税額 195,948円 

８％対象 税抜 1,522,754 円 消費税額 121,820円 

 ※印は軽減税率対象商品 

                          △△商事㈱ 

登録番号 Ｔ1234567890123 

・ 

・ 

「出精値引き」額を合理的に区分 

  

《10％対象》 

40,120 円× 1,980,000/（ 1,980,000＋

1,539,000）  

≒ 22,574円（税込値引額） 

(1,980,000 円＋198,000 円)－22,574 円

＝2,155,426円（値引き後の税込対価の額） 

2,155,426 円×10/110≒195,948 円（値引

き後の対価に係る消費税額） 

2,155,426円－195,948円＝1,959,478円

（値引き後の税抜対価の額） 

 

《８％対象》 

40,120 円× 1,539,000/（ 1,980,000＋

1,539,000） 

≒ 17,546円（税込値引額） 

(1,539,000 円＋123,120 円)－17,546 円 

＝1,644,574円（値引き後の税込対価の額） 

1,644,574円×8/108≒121,820円（値引き

後の対価に係る消費税額） 

1,644,574円－121,820円＝1,522,754円

（値引き後の税抜対価の額） 

標準税率 10％対象（又は軽減税率８％対象）のものからのみ値引きを行ったとしても、値引額又は値引き後の対

価の額が明らかとなっていれば、合理的に区分されているものに該当します。 

 

出精値引き    ▲40,120円 

値引き後総計   3,800,000 円 

10％対象 税抜 1,943,527円 消費税額 194,353円 

８％対象 税抜 1,539,000円 消費税額 123,120円 

 

《10％対象》 

(1,980,000 円 ＋ 198,000 円 ) －

40,120円＝2,137,880 円 

2,137,880円×10/110≒194,353円 

2,137,880 円 － 194,353 円 ＝

1,943,527円 

・ 

・ 
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（物品切手等を値引販売した場合の適格請求書の記載事項） 

【答】  

適格請求書（又は適格簡易請求書）に記載する「課税資産の譲渡等の税抜価額（又は税込価

額）を税率ごとに区分して合計した金額」は、売手において課税売上げとして計上する金額を

基礎として記載することとなります（基通10－１－９⑴イ）。 

この点、貴社は、当該入場券を11,000円で販売しているとのことですので、当該入場券と引

換えに行う演劇（役務の提供）の対価（課税売上げとして計上する金額）は、11,000円となり

ます。 

したがって、当該入場券と引換えに行う演劇について適格請求書（又は適格簡易請求書）を

交付する場合、当該適格請求書等に記載する「課税資産の譲渡等の税抜価額（又は税込価額）

を税率ごとに区分して合計した金額」は、券面金額としている12,000円ではなく、実際に受領

した金額11,000円を基礎とした金額となります。 

  （参考） 当該入場券のような物品切手等で適格簡易請求書の記載事項（取引年月日を除きま

す。）が記載されているものが、引換給付の際に適格請求書発行事業者により回収され

る場合、当該物品切手等により役務の提供等を受ける買手は、一定の事項を記載した

帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができます（消令49①一ロ）。 

このような物品切手等を値引販売する場合も、当該物品切手等に記載すべき「課税

資産の譲渡等の税抜価額（又は税込価額）を税率ごとに区分して合計した金額」は値

引後の金額を基礎とした金額となります。 

  

問 71 当社で主催する演劇の入場券について、一定の販売方法においては、券面金額から一定金

額を値引きして販売しています。例えば、12,000円の入場券について、1,000円引きの 11,000

円で販売しています。このような場合において、当該入場券と引換えに行う演劇に係る適格

請求書（又は適格簡易請求書）の記載事項はどのようになりますか。【令和４年 11月追加】

【令和５年 10月改訂】 
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（書面と電磁的記録による適格請求書の交付） 

【答】  

適格請求書とは、次の事項が記載された請求書、納品書等の書類をいいますが、一の書類の

みで全ての記載事項を満たす必要はなく、書類相互（書類と電磁的記録）の関連が明確であり、

適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法で交付されていれば、複数の書

類や、書類と電磁的記録の全体により、適格請求書の記載事項を満たすことになります。 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（当該課税資産の譲渡等が軽減税率の対象と

なるものであれば、その内容及び軽減税率の対象である旨） 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税

率 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 

⑥ 適格請求書の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

問 72 当社は、ＥＤＩ取引を行っており、受発注や納品などの日々の取引については、取引先と

電磁的記録を交換することにより行っています。ただし、請求書については、月まとめで、

書面により取引先に交付しています。 

   請求書を適格請求書とするために、請求書には、以下のように登録番号等の記載を行い、

日々の取引の明細については、電磁的記録である請求明細（税率ごとに分けて作成します。）

を参照しようと考えています。 

このような場合であっても、適格請求書を交付したことになりますか。【令和５年 10月改

訂】 

 （注） ＥＤＩ（Electronic Data Interchange）取引とは、異なる企業・組織間で商取引に関

連するデータを、通信回線を介してコンピュータ間で交換する取引等をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求書 

㈱○○御中       XX年 11月１日 

XX年 10月分 

（10/１～10/31） 

ご請求金額 109,200円（税込） 

 

合計 109,200 円（消費税 9,200円） 

10%対象 66,000 円（消費税 6,000円） 

８%対象 43,200 円（消費税 3,200円） 

 
 
△△商事㈱ 

登録番号 Ｔ1234567890123 

 

㈱○○    請求明細   
     （８％対象分） 
  XX年 10 月分（10/１～10/31） 

 

日付 品名 金額（税込） 

10/１ 牛肉   5,400円 

10/１ じゃがいも   2,160円 

… … … 

 

○ 請求書（書面で交付） ○ 請求明細（電磁的記録で提供） 

㈱○○    請求明細   
     （10％対象分） 
  XX年 10 月分（10/１～10/31） 

 

日付 品名 金額（税込） 

10/１ ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ   2,200円 

10/２ 割り箸   1,100円 

… … … 
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したがって、ご質問の場合、課税資産の譲渡等の内容（軽減税率の対象である旨を含みます。）

を含む請求明細に係る電磁的記録を提供した上で、それ以外の記載事項のある月まとめの請求

書を交付することで、これら全体により、適格請求書の記載事項を満たすことになります。 

なお、請求明細に係る電磁的記録については、提供した適格請求書に係る電磁的記録と同様

の措置等を行い、保存する必要があります。提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存方法

については、問81《適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法》をご参照くださ

い。 
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（軽減対象課税資産の譲渡等である旨の記載方法） 

【答】 

   適格請求書の記載事項である「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」の記載については、軽

減税率が適用された課税資産の譲渡等であることが客観的に明らかであるといえる程度の表示

がされていればよく、個々の取引ごとに適用税率が記載されている場合のほか、例えば、以下

のような場合も認められます（基通１－８－４）。 

① 同一の適格請求書において、軽減対象課税資産の譲渡等に該当する取引内容ごとに軽減対

象課税資産の譲渡等であることを示す記号、番号等を表示し、かつ、当該適格請求書におい

て当該記号、番号等が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものであることとして表示されてい

る場合 

② 同一の適格請求書において、軽減対象課税資産の譲渡等に該当する取引内容を区分し、当

該区分して記載された軽減対象課税資産の譲渡等に該当する取引内容につき軽減対象課税資

産の譲渡等であることが表示されている場合 

③ 軽減対象課税資産の譲渡等に係る適格請求書と軽減対象課税資産の譲渡等以外のものに係

る適格請求書とが区分して作成され、当該区分された軽減対象課税資産の譲渡等に係る適格

請求書に、記載された取引内容が軽減対象課税資産の譲渡等であることが表示されている場

合 

 

【①記号・番号等を使用した場合の適格請求書等の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 73 適格請求書の記載事項である「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」の記載方法について

教えてください。【令和５年４月追加】【令和５年 10月改訂】 

請求書 

㈱○○御中      XX年 11月 30日 

11月分 109,400 円（税込） 

日付 品名 金額 

11/1 トマト ※ 4,320円 

11/1  2,200円 

11/2 豚肉 ※ 5,400円 

… … … 

合計 109,400円 

 32,400 円（消費税 2,400円） 

 77,000 円（消費税 7,000円） 

 ※印は軽減税率対象商品 

              △△商事㈱ 

Ｔ1234… 

㋑ 軽減税率対象品目には「※」 

などを記載 

㋺ 「※」が軽減税率対象品目であ

ることを示すことを記載 

㋑ 

㋑ 

㋺ 
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【②同一適格請求書の中で、税率ごとに商品を区分して適格請求書等を発行する場合の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【③税率ごとに適格請求書を分けて発行する場合の記載例】 

 ○ 軽減税率対象分             ○ 軽減税率対象分以外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求書 
㈱○○御中      XX年 11月 30日 

11月分 109,400 円（税込） 

日付 品名 金額 

11/１ トマト 4,320円 

11/１ 豚肉 5,400円 

… … … 

８％対象 32,400円 

11/１ キッチンペーパー 2,200円 

… … … 

10％対象 77,000円 

合計 109,400円 

８％対象 32,400円（消費税 2,400円） 

10％対象 77,000円（消費税 7,000円） 

 
               △△商事㈱ 

T1234… 

請求書 

（軽減税率対象） 

㈱○○御中     XX年 11月 30日 

 11月分 32,400円（税込） 

日付 品名 金額 

11/1 トマト 4,320円 

11/1 豚肉  5,400円 

… … … 

合 計 32,400円 

内消費税（８％） 2,400円 

△△商事㈱ 

T1234… 

請求書 

 

㈱○○御中     XX 年 11月 30日 

 11月分 77,000円（税込） 

日付 品名 金額 

11/1 キッチンペーパー 2,200円 

… … … 

合 計 77,000円 

内消費税（10％） 7,000円 

△△商事㈱ 

T1234… 
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（軽減税率の適用対象となる商品がない場合） 

【答】  

適格請求書の記載事項は、次のとおりです（区分記載請求書等保存方式における請求書等の

記載事項に加え、①、④及び⑤の下線部分が追加されます。）（消法57の４①）。 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産

の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨） 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適

用税率 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

このため、貴社の対応としては、次の記載例のように、適格請求書として必要な事項（上記

①、④及び⑤の下線部分）を記載することが必要です。 

ご質問のように、販売する商品が軽減税率の適用対象とならないもののみであれば、「軽減対

象課税資産の譲渡等である旨」の記載は不要であり、これまでと同様に課税資産の譲渡等の対

価の額（税込価格）の記載があれば、結果として「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額

を税率ごとに区分して合計した金額」の記載があるものとなります。 

なお、適用税率（10％）や消費税額等の記載が必要となる点には、ご留意ください。 

  

問 74 当社は、日用雑貨の卸売を行う事業者です。当社では、軽減税率の適用対象となる商品の

販売がなく、買手の仕入税額控除のための請求書等の記載事項を満たすものとして、次の請

求書を取引先に交付しています。 

当社が交付する請求書を適格請求書とするためには、記載内容にどのような変更が必要で

しょうか。【平成 30 年 11月追加】【令和５年 10月改訂】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求書 
 

㈱○○御中        XX年 11月 30日 

11月分 88,000円(税込) 

日付 品名 金額 

11/2 コップ 5,500円 

11/3 花瓶 4,400円 

… … … 

合計 88,000円 

  △△商事㈱ 
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（任意組合が交付する適格請求書の記載事項） 

【答】 

任意組合等の事業として行われる取引については、その組合員の全てが適格請求書発行事業

者であり、業務執行組合員が、その旨を記載した届出書に、当該任意組合等の契約書の写しを

添付し、納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限り、適格請求書を交付することができ

ます（消法57の６①、消令70の14①）。 

この場合、交付する適格請求書に記載する「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録

番号」は、原則として組合員全員のものを記載することとなりますが、次の事項（①及び②）

を記載することも認められます（消令70の14⑤）。 

① その任意組合等の、いずれかの組合員の「氏名又は名称及び登録番号」（一又は複数の組合

員の「氏名又は名称及び登録番号」で差し支えありません。） 

② その任意組合等の名称 

 

  

問 75 民法上の任意組合（組合員の全てが適格請求書発行事業者であり、その旨の届出書を所轄

税務署長に提出しています。）の事業として行った取引について、適格請求書を交付する場

合、適格請求書には、組合員全ての「氏名又は名称及び登録番号」を記載する必要がありま

すか。【令和５年 10 月改訂】 

請求書 
 

㈱○○御中             XX年 11月 30日 

11月分 88,000円(税込) 

日付 品名 金額 

11/2 コップ 5,500円 

11/3 花瓶 4,400円 

… … … 

合計 88,000円 

10％対象 88,000円  （消費税 8,000 円） 

  △△商事㈱ 

登録番号 Ｔ1234567890123 

記載事項④ 

記載事項⑤ 

記載事項① 

「８％対象 ０円
（消費税０円）」 
といった記載は不
要です。 
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（令和５年９月30日以前の請求書への登録番号の記載） 

【答】  

ご質問のように、区分記載請求書等に登録番号を記載しても、区分記載請求書等の記載事項

が記載されていれば、取引の相手方は、区分記載請求書等保存方式の間（令和元年10月１日か

ら令和５年９月30日まで）における仕入税額控除の要件である区分記載請求書等を保存するこ

とができますので、区分記載請求書等に登録番号を記載しても差し支えありません。 

また、適格請求書の発行に対応したレジシステム等の改修を行い、適格請求書の記載事項を

満たした請求書等を発行する場合にも、その請求書等は、区分記載請求書等として必要な記載

事項を満たしていますので、区分記載請求書等保存方式の間に交付しても問題ありません。 

（注）  区分記載請求書等の記載事項のうち、税率ごとに区分して合計した税込価額について

は、適格請求書の記載事項である課税資産の譲渡等の税抜価額を税率ごとに区分して合

計した金額及び税率ごとに区分した消費税額等を記載することとして差し支えありませ

ん。 

○ 区分記載請求書等と適格請求書の記載事項の比較（28年改正法附則 34②、消法 57の４①） 

区分記載請求書等 
（令和元年 10月１日から 

     令和５年９月 30日までの間） 

適格請求書 
（令和５年 10月１日から） 

① 書類の作成者の氏名又は名称 
 
② 課税資産の譲渡等を行った年月日 
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 
（課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である
場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等
である旨） 

④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価
額 

 
⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び 
登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 
（課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等で
ある場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産
の譲渡等である旨） 

④ 税率ごとに区分した課税資産の譲渡等の税抜価
額又は税込価額の合計額及び適用税率 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 
⑥ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 
 

（注） 適格請求書等保存方式の下では、区分記載請求書等の記載事項に下線部分が追加されます。 

  

問 76 当社は、令和３年10月に登録申請書を提出し、適格請求書等保存方式が開始される前（令

和５年９月 30日以前）に登録番号が通知されました。 

    令和５年９月30日以前に行った取引に関する請求書に登録番号を記載しても問題ないです

か。【令和５年 10月改訂】 
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（登録日である令和５年 10 月１日をまたぐ請求書の記載事項） 

【答】  

適格請求書発行事業者には、登録日以後の取引について、相手方（課税事業者に限ります。）

の求めに応じ、適格請求書を交付する義務があります。 

登録日をまたぐ一定の期間の取引に係る請求書については、登録日以後の課税資産の譲渡等

について適格請求書を交付することとなるため、課税資産の譲渡等の対価の額や税率ごとに区

分した消費税額等の記載に当たっては、登録日前の課税資産の譲渡等に係るものと登録日以後

の課税資産の譲渡等に係るものとに区分するなどの対応が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、ご質問のように、登録日が令和５年10月１日（適格請求書等保存方式の開始日）で

ある場合については、買手において登録日前後の課税仕入れがいずれも仕入税額控除の対象と

なることから、登録日をまたぐ請求書を適格請求書とするときは、登録日前後の課税資産の譲

渡等（令和５年９月16日から30日までの期間と令和５年10月１日から15日までの期間）を区分

することなく請求書に記載して交付することも認められます。 

（参考） 売上税額の計算について、交付する適格請求書に令和５年10月１日以後（10月１日

から15日までの期間）に係る課税資産の譲渡等の対価の額や税率ごとに区分した消費

税額等を記載していない場合、売上税額の「積上げ計算」ができないことから、「割戻

し計算」を行う必要があります（売上税額の「積上げ計算」を行う場合は令和５年９

問 77 当社は、売上げの請求書について、毎月 15日締めとしています。適格請求書等保存方式

の開始の時である令和５年 10月１日をまたぐ令和５年９月 16日から 10月 15日までの期間

に係る請求書の記載についてどのような対応が必要ですか。【令和４年４月追加】【令和５年

10月改訂】 

適格請求書発行事業者  

９月 16日 

令和５年 10月 31日 

請求書 

△△商事㈱御中  
 

 令和５年９月分 (9/16～9/30)  

… 

10％対象 ●●円（消費税●●円） 

８％対象 ●●円（消費税●●円） 
 

令和５年 10月分(10/1～10/15) 

…  

10％対象 ●●円（消費税●●円） 

８％対象 ●●円（消費税●●円）    
 

㈱○○ 

登録番号Ｔ1234567890123   

10 月 15 日 

登録日 
（令和５年 10月１日） 
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月30日以前と令和５年10月１日以後を区分して記載するなどの対応が必要となりま

す。）。 

また、この場合、請求書の交付を受けた相手方においては、令和５年９月30日以前

の課税仕入れについては区分記載請求書、令和５年10月１日以後の課税仕入れについ

ては適格請求書として取り扱われますが、令和５年10月１日以後の課税仕入れについ

て「積上げ計算」を行う場合など、その区分が必要である場合は、取引事実等に基づ

き金額を合理的に区分して計算するか、売手に同日以後分の適格請求書の交付を求め

るなどの対応を行うこととなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 令和５年10月２日以後に登録を受ける場合は、令和５年10月１日から登録日前まで

に行った課税資産の譲渡等について適格請求書を交付することはできないことから、

この場合の登録日をまたぐ請求書は、登録日前後の課税資産の譲渡等を区分して請求

書等に記載するなど、登録日以後の課税資産の譲渡等についてのみ適格請求書を交付

する対応が必要となります。 

２ 登録日前後の課税資産の譲渡等を区分して請求書等に記載する場合で登録日以後の

課税資産の譲渡等が明確に区分できないときは、例えば、継続的に役務の提供が行わ

れ、一定の期間において検針等に基づき対価の額が確定する取引について検針等の対

象となる日数等により対価の額を区分するなど、取引事実等に基づいて合理的に区分

することとなります。 

  

適格請求書発行事業者  

登録日 

（令和５年 10月１日） 

９月 16日 

令和５年 10月 31日 

請求書 

△△商事㈱御中  

  

令和５年９月分 (9/16～10/15)  

… 

10％対象 ●●円（消費税●●円） 

８％対象 ●●円（消費税●●円） 

           

㈱○○ 

登録番号Ｔ1234567890123   

10 月 15 日 
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（月の中途で適格請求書発行事業者となった場合の適格請求書等の交付方法） 

【答】 

１ 資産の貸付けに係る適格請求書 

適格請求書発行事業者は、登録日以後の取引について、相手方（課税事業者に限ります。）

の求めに応じて、適格請求書を交付する義務が生じます（免税事業者が令和５年 10 月１日

から令和 11年９月 30日までの日の属する課税期間において登録を受ける場合、登録日から

適格請求書発行事業者となる経過措置が設けられています（28年改正法附則 44④、52、53））。

詳細については、問７《免税事業者が令和５年 10 月１日から令和 11 年９月 30 日までの日

の属する課税期間中に登録を受ける場合》をご参照ください。 

資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額（前受けに係る額を除きます。）を

対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする

こととされています。そのため、ある月の中途に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合

においても、月末にその月分の支払を受けることとしているなど、使用料等の支払を受ける

べき日が登録日以後となるのであれば、その月分の使用料等の全額につき適格請求書を交付

することとなります（基通９－１－20）。 

（注） この場合、課税資産の譲渡等がその支払を受けるべき日に行われたこととなるため、

その登録を受けた月分の使用料等については、適格請求書発行事業者の登録前の期間

に係るものについて日割計算などは行わず、全額を課税売上げとして消費税の申告を

行うこととなります。 

他方、前受けに係るもの（翌月分を前払で受けるようなもの）である場合には、その資産

の譲渡等の時期は、原則として現実に資産の譲渡等を行った時となるため、登録日前の取引

と登録日以後の取引に区分するなどの対応が必要となります（基通９－１－27）。この場合、

適格請求書ではない領収書を交付し、登録通知を受け登録日が判明した後に、適格請求書と

なる部分を区分して交付するなどの方法によることとして差し支えありません。 

【３月 15日に登録を受けた場合のイメージ】 

《登録日以後に使用料等を受領する場合》 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 77－２ 当社は、機械装置の貸付けを行っている免税事業者です。契約上、毎月末に使用料を

受領し、領収書を発行しているところ、この度、月の中途に適格請求書発行事業者の登録を

受けたのですが、どのように領収書（適格請求書）を交付すべきでしょうか。 

また、棚卸資産としての機械装置の販売やその保守点検といった役務提供も行っています

が、この場合の適格請求書の交付はどうなりますか。【令和６年４月追加】 

適格請求書発行事業者 免税事業者 

３月１日 ３月 31日 登録日 ３月 15日 

 

３月分の領収 

３/１～３/31 

全てを適格請求書

として交付 

支払を受けるべき日 
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《登録日前に使用料等を前受けする場合》 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 買手においては、領収金額の総額から適格請求書として交付を受けた金額（３月 15日

から 31日までの分）を差し引いた金額を、３月１日から 14日までの分の課税資産の譲

渡等に係る対価の額として追記することにより、当該金額につき区分記載請求書等と同

様の記載事項が記載された請求書等の保存があるものとして、仕入税額の一定割合（80％、

50％）を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けることができます。 

２ 棚卸資産の譲渡に係る適格請求書 

棚卸資産の譲渡を行った日は、その引渡しのあった日とされており、引渡しの日がいつで

あるかについては、例えば、出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益が

できることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等、当該棚卸資産の種類及び性

質、その販売に係る契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる

日のうち、事業者が継続して棚卸資産の譲渡等を行ったこととしている日によるものとされ

ています（基通９－１－１、９－１－２）。 

したがって、貴社が継続して棚卸資産の譲渡等を行ったこととしている日が、登録日以後

となる取引について、適格請求書を交付することとなります。 

  【３月 15日に登録を受けた場合のイメージ】 

《出荷日を棚卸資産の譲渡を行った日としている例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 役務の提供に係る適格請求書 

役務の提供を行った日は、原則として、その約した役務の全部の提供を完了した日になり

ます（基通９－１－５）。したがって、貴社の行う保守点検が完了した日が適格請求書発行事

業者の登録を受けた日以後であるならば、その保守点検料等の全額につき適格請求書を交付

することとなります。 

３月分の領収 

３/１～３/31 

通常の領収書

として交付※ 

適格請求書発行事業者 免税事業者 

３月１日 ３月 31日 登録日 ３月 15日 

 

３月分の適格請求書 

３/15～３/31 

                                   

登録後に 

適格請求書を

別途交付 

前受 

出荷 

出荷 着荷・検収 

着荷・検収 取引① 

取引② 
適格請求書の

交付対象 

適格請求書の交付対象外
．．．

 

適格請求書発行事業者 免税事業者 

３月１日 ３月 31日 
登録日 ３月 15日 
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（注） 保守点検が完了した日が適格請求書発行事業者の登録を受けた日以後である場合、

その保守点検料については、適格請求書発行事業者の登録前の期間に係るものについ

て日割計算などは行わず、全額を課税売上げとして消費税の申告を行うこととなりま

す。 

 【３月 15日に登録を受けた場合のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

役務提供完了 

役務提供完了 取引① 

取引② 
適格請求書の

交付対象 

適格請求書の交付対象外
．．．

 

適格請求書発行事業者 免税事業者 

３月１日 ３月 31日 
登録日 ３月 15日 

 


